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　地方公務員等共済組合法の一部が改正され、平成 28 年８月１日以後休業開始された組合
員を対象として介護休業手当金の給付率が 40％から 67％へ引き上げられました。

（介護休業手当金とは……）
　組合員が、要介護状態にある配偶者、子、父母等の介護をするために一括して２週間以上
の介護休業を取得し、報酬が支給されない場合に、３か月を超えない範囲で支給される給付
です。

　介護休業手当金と育児休業手当金の算定の基礎となる給付日額には、給付上限額が設けら
れています。この上限額が平成 28 年８月１日から次のとおり変更されました。

○介護休業手当金の給付上限額
　　　変更前　　　　　　　　　　変更後
　　7,750 円　 　⇨　 　7,718 円
※　平成 28 年８月１日以後休業開始の場合は　12,927 円

○育児休業手当金の給付上限額
（180 日に達する日まで）
　　　変更前　　　　　　　　　　変更後
　 12,982 円　 　⇨　　12,927 円

（181 日以降）
　　　変更前　　　　　　　　　　変更後
　　9,688 円　 　⇨　 　9,647 円
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介護休業手当金の給付率が引き上げられました

介護休業手当金と育児休業手当金の給付上限額が変更されました

①施行日以後に介護休業を取得した場合　　②施行日前に介護休業を取得した場合

法改正施行日
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介護休業取得
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法改正施行日
8/1

67％ 40％

介護休業終了
11/9

介護休業終了
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育児休業手当金給付日額は休業
開始から 180 日に達する日まで
を給付率 67％、181 日以降を給
付率 50％として算出します。

　〈給付日額算定式〉
　標準報酬月額　÷　22　×　給付率※ ／ 100
　※　介護休業手当金給付率 67％または 40％
　　　育児休業手当金給付率 67％または 50％


